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�愛媛県告示第５５５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに愛南町役場において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２２年５月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ南宇和 南宇和郡愛南町城辺
乙５４４番地

大規模小売店舗を設置する者
の住所

株式会社フジ
松山市宮西一丁目２
番１号
株式会社宮田
高知県高知市薊野町
１１０５番地１

株式会社フジ
松山市宮西一丁目２
番１号
株式会社宮田
高知県高知市中水道
５番３３号

平成１６年
１２月１日

平成２２年
４月２６日

大規模小売店舗において小売
業を行う者 株式会社フジ外４者 株式会社フジ外３者 平成２２年

１月２０日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに愛南町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第５５６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに愛南町役場において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２２年５月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

発 行 愛 媛 県
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大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ南宇和 南宇和郡愛南町城辺
乙５４４番地

大規模小売店舗内の店舗面積
の合計 ２，６０９� ３，１８６� 平成２２年

１２月２７日
平成２２年
４月２６日

駐車場の位置及び収容台数 １４９台 ７９台

駐輪場の位置及び収容台数 １０５台 ３６台

荷さばき施設の位置及び面積 １１２� １６４�

廃棄物等の保管施設の位置及
び容量 ６２� ４８．６�

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻 午前９時 午前６時３０分

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時３０分から午
後１１時３０分まで

午前６時から午後１１
時３０分まで

駐車場の自動車の出入口の数
及び位置 ５箇所 ２箇所 平成２２年

９月１日

荷さばき施設において荷さば
きを行うことができる時間帯

午前７時から午後６
時まで

午前６時から午後８
時まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに愛南町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第５５７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定による届出と

みなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定

に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２２年５月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ダイキＥＸ美沢 松山市美沢一丁目９
番３３号

駐車場の自動車の出入口の位
置 ４箇所 ４箇所 平成２２年

５月８日
平成２２年
４月２１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

愛 媛 県 報平成２２年５月７日 第２１６４号
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�愛媛県告示第５５８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通

知があった。

平成２２年５月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（一等磁気測量）

２ 作業期間 平成２２年５月１０日から

平成２３年２月２５日まで

３ 作業地域 大洲市

�������
�愛媛県告示第５５９号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２２年５月７日

愛媛県西条保健所長 新 山 徹 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

中元クリーニング株式会社

広島県府中市上下町上下９４５番地

代表取締役 中元 勇志

２ 事業場の名称及び所在地

中元クリーニング株式会社四国新居浜工場

新居浜市黒島一丁目７番３５号

３ 特定施設に関する事項

� ３－１－１

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第６７号 洗たく業の用
に供する洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり５０キログラム処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後２日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ８

最大 ７．５～１０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １４５

最大 ２２０

設 置 年 月 日 平成元年１月３１日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 活性汚泥処理及び凝集沈殿処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１０．９メートル 横３４メートル
高さ５．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性汚泥処理及び凝集沈殿処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ８

最大 １０

通常 ６．７～７．５

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １４０

最大 ２００

通常 ２０

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １５０

通常 ２０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７

最大 ８

通常 ６

最大 ８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ６

通常 ４．５

最大 ５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３６０

最大 ３９０

通常 ３６０

最大 ３９０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５０

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４

最大 ５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １６

最大 １８

愛 媛 県 報平成２２年５月７日 第２１６４号
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公 告

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�公 告

毒物劇物取扱者試験の実施について

愛媛県毒物劇物取扱者試験規則（昭和２６年愛媛県規則第２６号）第

４条第１項の規定により、平成２２年毒物劇物取扱者試験を次のとお

り実施する。

平成２２年５月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の日時

平成２２年８月９日（月）午後１時３０分

２ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁

３ 受験願書の提出期間

平成２２年６月１４日（月）から１８日（金）まで。ただし、郵送に

よる場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

請求先 保健所（松山市の区域にあつては、松山保健所。以下同

じ。）又は愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課

提出先 県内に居住する者は、住所地を管轄する保健所、県外に

居住する者は、愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課

�������
�公 告

製菓衛生師試験の施行について

製菓衛生師法（昭和４１年法律第１１５号）第４条第１項の規定によ

る平成２２年度製菓衛生師試験を次のとおり施行する。

平成２２年５月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の日時

平成２２年７月１５日（木）１３時００分

２ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁

３ 受験願書の提出期間

平成２２年６月７日（月）から６月１８日（金）まで。ただし、郵

送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外居住者

については愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

５ その他

受験についての必要事項は、受験票により指示する。

�������
�公 告

調理師試験の実施について

調理師法（昭和３３年法律第１４７号）第３条の２第１項の規定によ

る平成２２年度調理師試験を次のとおり実施する。

平成２２年５月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の日時

平成２２年８月１０日（火）１３時３０分

２ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁

３ 受験願書の提出期間

平成２２年６月２２日（火）から７月２日（金）まで。ただし、郵

送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外居住者

については愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

�愛媛県告示第５６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年５月７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．７～７．５

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２０

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６

最大 ８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．５

最大 ５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３６０

最大 ３９０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜東港線
新居浜市田の上四丁目８８８番６から

同市田の上四丁目８８８番８まで
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５ その他

受験についての必要事項は、受験票により指示する。
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